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(57)【要約】
　スライドレール（１）を備える引き出しのための引き
出しガイドであって、引き出しをスライドレール（１）
に固定するためにキャッチフック（３）がスライドレー
ル上に配置される引き出しガイドが開示される。キャッ
チフック（３）は、移動しないようにスライドレール（
１）に取り付けられる別個の要素として形成される。キ
ャッチフックおよびスライドレールは異なる材料から形
成される。
【選択図】　図１



(2) JP 2012-500072 A 2012.1.5

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スライドレール（１）を有する引き出しのための引き出しガイドであって、前記引き出
しを前記スライドレール（１）に固定するために前記スライドレール上にキャッチフック
（３）が配置され、前記キャッチフック（３）が、前記スライドレール（１）上で移動し
ないように固定される別個の要素として形成される、引き出しガイドにおいて、
　前記キャッチフックが前記スライドレールとは異なる材料からなることを特徴とする、
引き出しガイド。
【請求項２】
　前記キャッチフックが前記スライドレール（１）よりも材料が厚いことを特徴とする、
請求項１に記載のまたは請求項１の前文に記載の引き出しガイド。
【請求項３】
　前記キャッチフックが前記スライドレール（１）よりも硬質な材料からなることを特徴
とする、請求項１または２に記載の引き出しガイド。
【請求項４】
　スライドレール（１）を有する引き出しのための引き出しガイドであって、前記引き出
しを前記スライドレール（１）に固定するためにスライドレール上にキャッチフック（３
）が配置される、引き出しガイドにおいて、または、
　請求項１～３のいずれか一項に記載の引き出しガイドにおいて、
　弾性的に圧縮可能な要素またはスプリング要素（２８、３１、３４）が前記キャッチフ
ック（３）と前記スライドレール（１）との間に設けられることを特徴とする、引き出し
ガイド。
【請求項５】
　前記スプリング要素（２８、３１、３４）が調整可能になっていることを特徴とする、
請求項４に記載の引き出しガイド。
【請求項６】
　前記スプリング要素（２８、３１、３４）が調整できるように前記キャッチフック（３
）に支持されることを特徴とする、請求項５に記載の引き出しガイド。
【請求項７】
　前記スプリング要素が、前記キャッチフック（３）のネジ部（３５）に螺合される調整
可能なナット（３６）に支持されることを特徴とする、請求項６に記載の引き出しガイド
。
【請求項８】
　前記スプリング要素（２８、３１、３４）がワイヤスプリング、コイルスプリング、ま
たは、リーフスププリング要素として設けられることを特徴とする、請求項７に記載の引
き出しガイド。
【請求項９】
　前記スライドレールとは別個に形成される前記キャッチフック（３）が、自由端部を有
する脚部（９）を使用して前記スライドレール（１）の窓状開口（６）を貫通することを
特徴とする、請求項１～８のいずれか一項に記載の引き出しガイド。
【請求項１０】
　前記スライドレール（１）の前記開口（６）を貫通する前記脚部（９）の前記自由端部
（１３）が屈曲によって前記スライドレール（１）に固定されることを特徴とする、請求
項１～９のいずれか一項に記載の引き出しガイド。
【請求項１１】
　前記スライドレール（１）の前記開口（６）を貫通する前記脚部の前記自由端部がスタ
ンピングによって前記スライドレール（１）に固定されることを特徴とする、請求項１～
１０のいずれか一項に記載の引き出しガイド。
【請求項１２】
　前記キャッチフック（３）がシートメタルからＺ形状に曲げられることを特徴とする、



(3) JP 2012-500072 A 2012.1.5

10

20

30

40

50

請求項１～１１のいずれか一項に記載の引き出しガイド。
【請求項１３】
　前記キャッチフック（３）がシートメタルからＺ形状に切り出されることを特徴とする
、請求項１～１２のいずれか一項に記載の引き出しガイド。
【請求項１４】
　シートメタルからＺ形状に切り出される前記キャッチフック（３）のシートメタル平面
が、前記スライドレール（１）の主延在方向に対して少なくとも部分的にまたは完全に垂
直に方向付けられることを特徴とする、請求項１～１３のいずれか一項に記載の引き出し
ガイド。
【請求項１５】
　シートメタルからＺ形状に切り出される前記キャッチフック（３）の前記シートメタル
平面が、前記スライドレール（１）の主延在方向に対して少なくとも部分的にまたは完全
に平行に方向付けられることを特徴とする、請求項１～１４のいずれか一項に記載の引き
出しガイド。
【請求項１６】
　前記キャッチフック（３）が、安定性を高めるよう谷形状へと少なくとも部分的に曲げ
られることを特徴とする、請求項１～１５のいずれか一項に記載の引き出しガイド。
【請求項１７】
　前記キャッチフック（３）が接合処理によって前記スライドレールに固定されることを
特徴とする、請求項１～１６のいずれか一項に記載の引き出しガイド。
【請求項１８】
　前記キャッチフック（３）がクリンチング処理によって前記スライドレールに固定され
ることを特徴とする、請求項１～１９のいずれか一項に記載の引き出しガイド。
【請求項１９】
　前記キャッチフック（３）が回転動作、特にバヨネットロックによって前記スライドレ
ールに固定されることを特徴とする、請求項１～１８のいずれか一項に記載のまたは請求
項１の前文に記載の引き出しガイド。
【請求項２０】
　前記キャッチフック（３）が溶接処理によって前記スライドレールに固定されることを
特徴とする、請求項１～１９のいずれか一項に記載の引き出しガイド。
【請求項２１】
　スライドレール（１）を有する引き出しのための引き出しガイドであって、前記引き出
しを前記スライドレール（１）に固定するためのキャッチフック（３）が前記スライドレ
ール上に配置される引き出しガイドにおいて、特に請求項１～２０のいずれか一項に記載
の引き出しガイドにおいて、
　前記キャッチフック（３）を前記スライドレール（１）に対して支持するための少なく
とも１つの安定化要素および／または少なくとも１つの支持要素が前記キャッチフックに
割り当てられることを特徴とする、引き出しガイド。
【請求項２２】
　前記支持要素が、前記キャッチフック（３）の１つの脚部（１２）に隣接する少なくと
も１つの支持脚部（１０、１１、３８、３９）として設けられ、この支持脚部を前記スラ
イドレール（１）に対して支持する位置で前記脚部に対して曲げられることを特徴とする
、請求項２１に記載の引き出しガイド。
【請求項２３】
　前記スライドレールに対して垂直に延びる前記キャッチフックの脚部（１２）に２つの
支持脚部が設けられることを特徴とする、請求項２２に記載の引き出しガイド。
【請求項２４】
　前記支持脚部（１０、１１、３８、３９）が前記キャッチフック（３）のフック領域（
８）から離れて面する方向に曲げられることを特徴とする、請求項２１または２２に記載
の引き出しガイド。
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【請求項２５】
　前記キャッチフックおよび前記支持要素が一体に形成されることを特徴とする、請求項
２１～２４のいずれか一項に記載の引き出しガイド。
【請求項２６】
　前記キャッチフック（３）および前記支持要素が前記スライドレールと一体に形成され
ることを特徴とする、請求項２５に記載の引き出しガイド。
【請求項２７】
　前記キャッチフック（３）および前記支持要素が前記スライドレールとは別個に形成さ
れることを特徴とする、請求項２１～２６のいずれか一項に記載の引き出しガイド。
【請求項２８】
　前記安定化要素が、エンボス加工された外形部（４０、４１、４２、４３）として設け
られることを特徴とする、請求項２１に記載の引き出しガイド。
【請求項２９】
　前記エンボス加工された外形部が、前記スライドレール（１）上に配置される前記キャ
ッチフック（３）のベースから前記キャッチフック（３）の自由端（８）の領域へ至るま
で延びることを特徴とする、請求項２２に記載の引き出しガイド。
【請求項３０】
　スライドレール（１）を有する引き出しのための引き出しガイドであって、前記引き出
しを前記スライドレール（１）に固定するためのキャッチフック（３）が前記スライドレ
ール上に配置され、前記キャッチフック（３）が、前記スライドレール（１）上で移動し
ないように固定される別個の要素として形成される、引き出しガイドにおいて、または、
　請求項１～２９のいずれか一項に記載の引き出しガイドにおいて、
　前記別個のキャッチフックを固定するために、前記スライドレールの主延在方向（Ｘ）
で互いにオフセットする複数の手段、特に窓が、前記スライドレール（１）に設けられる
ことを特徴とする、引き出しガイド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前文に係るスライドレールを有する引き出しのための引き出しガ
イドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　キャッチフックをスライドレールの材料から曲げることは独国特許第８４３１０５５号
から知られている。特に、高重量の非常に幅のある引き出しの場合、キャッチフックが座
屈する場合があるという問題が起こる。
【０００３】
　この種に係る欧州特許第１１４７７２５号は、スライドレールとは別個に形成され且つ
引き出しのフロントパネルの傾きを調整するためにその高さを調整できるように配置され
る要素としてキャッチフックを形成することも開示する。この公報に開示されるキャッチ
フックは、非常に重い引き出しを固定するために限られた安定性しかもたない。
【０００４】
　また、実際に引き出しの寸法に適合されない小さい引き出し用のスライドレールも使用
するために引き出し後壁とキャッチフックとの間にスペーサ部品を取り付けることが独国
特許出願公開第３６４１３２５号から知られている。しかしながら、このスペーサ部品は
、引き出し／引き出しガイドの部組のランニング製造内で公差を補償することができない
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記背景に鑑みて、本発明の第１の目的は、簡単な構造的手段を使用して特に安定した
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キャッチフックの構成を実現することである。
【０００６】
　また、構造的な解決策は、スライドレールのキャッチフックと引き出しとの間の公差に
関連する遊びを補償することができるという課題に対して与えられるようになっている。
【０００７】
　本発明は、２つの前述した問題をそれぞれ初めて簡単な構造的手段で改善するという目
的を有する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、請求項１の主題によって最初に述べた目的を達成する。目的の別の達成が請
求項２１に特定される。
【０００９】
　また、本発明は、２番目に述べた目的を達成する請求項４の主題を提供する。
【００１０】
　請求項１の主題によれば、キャッチフックをスライドレールとは機能的に異なって、特
に、より安定して、形成することができる。したがって、キャッチフックを特にスライド
レールよりも硬質な材料からおよび／または厚い材料から製造でき、これらのそれぞれに
より、構造の強度を簡単な方法で高めることができる。これらの２つの手段の効果を互い
に組み合わせて特に有利な構造を達成することが特に好ましい。
【００１１】
　キャッチフックを非常に様々な方法でスライドレールに固定することが考えられる。ま
た、キャッチフックに関してはスライドレールの長手方向で任意の位置が考えられる。こ
の場合、図２０は、別個のキャッチフックを固定するためにスライドレールの主延在方向
（Ｘ）で互いにオフセットする複数の手段、特に窓が設けられるスライドレール（１）を
示しており、それにより、同じスライドレールを使用して、様々な深さおよび／または長
さの引き出しを最も簡単な方法で固定することができる。これは、例えば、全体の延在部
が深い家具部品において家具部品の深さの一部のみにわたって延びる引き出しを設けるた
めに望ましい。この変形例は、１つの発明自体として別個に考慮されるべきであり、他の
開示された発明の改良版としても考慮されるべきである。
【００１２】
　キャッチフックをスライドレールの窓状の開口へと曲げて、対応する突起を屈曲するこ
とによりキャッチフックをクランプおよび／またはスタンピング（ｓｔａｍｐｉｎｇ）す
る固定は特に簡単であり確実でもある。
【００１３】
　スライドレールの窓に対する圧縮固定を実施することが特に好ましい。なぜなら、これ
が費用効率の高い取り付けであり、材料が熱くならず、それにより、取り付け中にスライ
ドレールが一般に座屈しまたは歪まないという前述した利点を更に与えるからである。
【００１４】
　あるいはまたは場合により、ネジ／ナットの組み合わせなどの他の締結装置を使用して
、クリンチング、リベットを使用して、または、接着、溶接、もしくは、半田付け処理を
使用して、キャッチフックをスライドレールに固定することもできる。
【００１５】
　安定性が永久に確保されるように、錆びないスチールなどの錆びない材料からキャッチ
フックを製造することが特に考えられる。
【００１６】
　スライドレールと引き出しまたは引き出し後壁との間の過度な遊びを避けるため、請求
項４によれば、引き出し後壁をキャッチフックに対して弾性的に支持する少なくとも１つ
のスプリング要素または少なくとも１つの弾性的に圧縮できる要素がキャッチフックに設
けられる。
【００１７】
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　このスプリング要素は本発明の有利な改良版をなす。しかしながら、スプリング要素は
それ自体別個の発明も形成し、例えば、ばたつきまたはノイズを伴う走行をもたらす、引
き出しとスライドレールとの間の過度な遊びの問題は、この固定要素を用いて解決される
。
【００１８】
　本発明の特に有利な変形例によれば、キャッチフックを強固にするために、支持リブま
たは支持脚部などの安定化要素および／または支持要素をキャッチフックに設けることが
更に有益である。この変形例も、一方では本発明の有利な改良版を形成するが、他方では
それ自体別個の発明として考慮することもできる。
【００１９】
　以下、典型的な実施形態に基づく図面を参照して、本発明を更に詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】キャッチフックを有するスライドレールの様々な斜視図およびキャッチフックの
斜視図を示している。
【図２】第１の別の実施形態の図１に類似する図を示している。
【図３】第２の別の実施形態の図１および図２に類似する図を示している。
【図４】第３の別の実施形態の図１～図３に類似する図を示している。
【図５】キャッチフックの取り付け前後における本発明の第４の実施形態の様々な斜視図
を示している。
【図６】キャッチフックの取り付け前後における本発明の更なる別の構造を示している。
【図７】キャッチフックの取り付け前後における本発明の更なる別の構造を示している。
【図８】キャッチフックの取り付け前後における本発明の更なる別の構造を示している。
【図９】キャッチフックの取り付け前後における本発明の更なる別の構造を示している。
【図１０】スライドレールに対する取り付け前後におけるスプリング要素を有するキャッ
チフックを示している。
【図１１】スライドレールに対する取り付け前後におけるスプリング要素を有する更なる
キャッチフックを示している。
【図１２】（ａ）は引き出しに対する取り付け位置での図１０からの形態を示している。
（ｂ）は引き出しに対する取り付け位置での図１１からの形態を示している。
【図１３】スライドレールに対する取り付け前後におけるスプリング要素を有する第３の
キャッチフックを示している。
【図１４】スライドレールに対する取り付け前後におけるスプリング要素を有する図１３
の変形例を改良するキャッチフックの更なる典型的な実施形態を示している。
【図１５】（ａ）は引き出しに対する取り付け状態での図１３および図１４のそれぞれの
典型的な実施形態を示している。（ｂ）は引き出しに対する取り付け状態での図１３およ
び図１４のそれぞれの典型的な実施形態を示している。
【図１６】本発明の更なる典型的な実施形態に係る支持要素を備えるキャッチフックを示
している。
【図１７】本発明の更なる典型的な実施形態に係る支持要素を備えるキャッチフックを示
している。
【図１８】本発明の更なる典型的な実施形態に係る支持要素を備えるキャッチフックを示
している。
【図１９】本発明の更なる典型的な実施形態に係る支持要素を備えるキャッチフックを示
している。
【図２０】スライドレールに対するキャッチフックの取り付けの更なる変形例を示してい
る。
【図２１】本発明の更なる典型的な実施形態に係るスタンピング加工部を備えるキャッチ
フックを示している。
【発明を実施するための形態】
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【００２１】
　図１は、引き出し２（これに関しては、他の典型的な実施形態に関連する図１５を参照
）のための好ましくは伸縮式の引き出しガイド（それ以外にはここでに示されない）のス
ライドレール１を示しており、引き出し２は、それ自体任意の望ましい方法で設けること
ができ、一般的に、家具本体に固定されるべき少なくとも１つの家具本体レールと、引き
出しに固定されるべき図１のスライドレール１と、家具本体レールとスライドレール１と
の間の少なくとも１つのベアリング、特にローラベアリング（同様にここには示されない
）とを有する。引き出しガイドは、場合により、中間レールなどの更なる要素を有するこ
とができる。
【００２２】
　引き出し２をスライドレール１に固定するため、キャッチフック３がスライドレール１
上に配置されまたは形成される。
【００２３】
　図１によれば、キャッチフック３は、スライドレール１に固定されるスライドレール１
とは別個の要素として設けられる。これは、キャッチフック３に関して残りのスライドレ
ール１におけるよりも安定した構造を選択できるという特別な利点を与える。
【００２４】
　したがって、キャッチフック３の安定性を高めるために、スライドレール１とは異なる
材料から、特にスライドレール１よりも硬質な材料からキャッチフック３を製造すること
が考えられる。
【００２５】
　あるいはまたは場合により、キャッチフックに対して高い強度を与えるために、スライ
ドレールよりも厚い材料からキャッチフック３を製造することが考えられる。しかしなが
ら、キャッチフック３には、キャッチフックをスライドレール１に対して支持するリブお
よび／または支持要素などの補強要素を設けることもできる。
【００２６】
　スライドレール１は、図１にしたがって閉じられた外周を有さず且つ長手方向スロット
４を残した略長方形断面を有するレール形状へと曲げられるシートメタルストリップから
製造される中空形状として設けられる。スライドレール１は、それを引き出しに配置でき
るように、長手方向スロット４から離れて面するその接触側５で平坦化されるように設け
られる。
【００２７】
　窓状の開口６が接触側５に形成され、開口は、キャッチフック３をスライドレール１に
固定するために使用されて形成される。
【００２８】
　開口６は、スライドレール１の一方の自由端の近傍に形成される。開口６に加えて、こ
こには、開口６に隣接してスライドレール１の自由端に形成されて接触側５へと延びる随
意的な凹部７が設けられる。
【００２９】
　キャッチフック１は、開口６内に挿入できるとともに、長手方向スロット４から離れて
面するスライドレールの側から、引き出しをスライドレール１に取り付け固定するために
引き出しの対応する開口に係合させる目的で形成されるここでは略長方形／Ｌ形状フック
領域８として突出するように、開口６内に固定されまたは押し込まれることができる。
【００３０】
　これは、好ましくはシートメタルストリップから曲げられるキャッチフック３がＺ形状
、階段形状を有するという点において図１にしたがって実施され、キャッチフック３の脚
部９は取り付け状態で開口６内に係合し、また、脚部９の自由端部１３は凹部７の内側か
ら外側へと曲げ返される。
【００３１】
　また、キャッチフック３は、図１にしたがってその中間脚部１２の領域に側方支持脚部
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１０、１１を有しており、これらの側方支持脚部は、フック領域８から離れて面する方向
に曲げられて、取り付け状態において接触側５に外部で支持される。
【００３２】
　キャッチフック３は、支持脚部１０、１１と凹部７に係合する屈曲自由端部１３を有す
る脚部９との相互作用によって簡単な方法で固定されることにより、それがスライドレー
ル１上で移動してねじれないようにブロックされる。
【００３３】
　フック領域８の自由端は、引き出しを押し進めるのを容易にするため、僅かに先細るよ
うに容易に設けることができる。
【００３４】
　キャッチフック３がスチール材料から製造される場合、キャッチフックは、特に高い安
定性を有し、したがって、極めて重い引き出しを固定して特にそれらをスライドレール１
から持ち上がらないように固定するために簡単な方法で固定される。
【００３５】
　図２の典型的な実施形態は、図１の典型的な実施形態に幅広く対応する。
【００３６】
　支持脚部が傾斜して設けられる図１の場合と同様に、図２の典型的な実施形態の支持脚
部１０、１１はそれらの傾斜端部がウェブ状突起１４、１５になっており、これらのウェ
ブ状突起は、スライドレール１の接触側５でスライドレールの外側に取り付く際に、凹部
の領域でスライドレールの自由端を超えて突出し、凹部７内へと下方に曲げられる。した
がって、ウェブ状突起は、脚部９の屈曲端部１３に取って代わる。そのほかの点では、こ
の典型的な実施形態の構造および機能は図１のそれに対応する。
【００３７】
　図３の典型的な実施形態は、凹部７を内側から外側へと完全に貫通して接触側５の外側
で接触側へと曲げ返される少なくとも１つの突起１６が屈曲端部１３に隣接し、それによ
り、フック３のより頑丈な固定のための屈曲端部１３の固定作用が簡単な方法で再び高め
られるという点において、図１の典型的な実施形態と異なる。
【００３８】
　屈曲端部には少なくとも１つ以上の突起１６が設けられることが好ましい。突起１６は
、固定作用を高めてスライドレール１に対してキャッチフック３を固定して最適化するた
めの簡単な構造的手段を与える。
【００３９】
　図１とは異なり、図３の典型的な実施形態では、支持脚部がフック領域８から離れて面
する方向に曲げられず、むしろ、支持脚部１０、１１が脚部１２の平面の延在部内におい
てスライドレール上で単に側方支持されるようになっている。
【００４０】
　しかしながら、図３の典型的な実施形態には、図１または図２の支持脚部と同様の支持
脚部を設けることもできる。
【００４１】
　図１～図３の典型的な実施形態のキャッチフックはそれぞれシートメタルブランクから
曲げられるが、図４の典型的な実施形態によれば、キャッチフック３の外形は、その主面
がスライドレール１の主延在方向と平行に向けられ図１～図３の場合のようにこの方向と
垂直に向けられない適切な厚さのシートメタルから直接にカットされるようになっている
。
【００４２】
　キャッチフック３は、この場合も先と同様に、Ｌ形状フック領域８を有するとともに、
フック領域８から離れて面するその端部にスロットを有する固定脚部１７を備え、固定脚
部１７は窓状の開口６に係合するように形成される。また、キャッチフック３は、取り付
け中に窓状開口６内で案内され、その後、スライドレール１の接触側５の材料がスロット
１８に係合するまで側方に移動される。
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【００４３】
　キャッチフックの自由端１９は、この場合も先と同様に、接触領域５の自由端の凹部７
内へと屈曲され、それにより、図１～図３の典型的な実施形態と同様にキャッチフック３
をスライドレールの方向に移動しないように固定する。
【００４４】
　図４の典型的な実施形態は、曲げに抗する特別な抵抗を与える特に安定したフック領域
８によって区別される。
【００４５】
　スライドレールに対して他の方法でキャッチフック３を締結することも考えられる。
【００４６】
　図５によれば、キャッチフック３を締結するためにクリンチ接続部２０を使用すること
が提案され、クリンチ接続部は、キャッチフック３の接触脚部２１を接触側５に固定する
。このキャッチフック３は、接触脚部２１の領域が平らまたは水平に形成される。一方、
キャッチフックは、フックの領域に、すなわち、実際のフック領域８に、キャッチフック
３の安定性をこの場合も簡単な方法で高める谷状の外形を有する。
【００４７】
　図６によれば、半田付けまたは溶接処理を使用してスライドレールの接触側５にキャッ
チフックを固定することがなされる。キャッチフック３は、先と同様に、ここではフック
領域８に谷状の外形を有するとともに、接触脚部２１の領域に平坦な形状を有しており、
それにより、スライドレールに対して簡単な方法で容易に溶接または半田付けされる。
【００４８】
　また、図７によれば、リベット周縁穴を有する締結リベット２３のタイプを使用して、
窓または開口２２を備える接触脚部２１を揺動リベットによりスライドレール１の接触側
５に締結することが行なわれる。図７によれば、フック領域８も水平の外形を有する。
【００４９】
　図８から明らかなように、フック形状に曲げられるボルトからキャッチフック３を所定
の長さにカットすることもでき、スライドレール１の接触領域５にキャッチフック３を溶
接することがそれ自体提案される。
【００５０】
　図９によれば、キャッチフック３を溶接によってスライドレール１の接触側５に固定す
ることが行なわれる。
【００５１】
　しかしながら、先の図面にもかかわらず、実際のフック領域８をシートメタルの材料か
ら直接にカットして、それを図４の場合とほぼ同様に、すなわち、主面領域で、スライド
レール１の主延在方向と平行に方向付けることが同様に行なわれ、接触脚部２１がフック
領域から曲げられ、また、谷状の外形２４がフック領域８で側方へ向けて曲げられ、それ
により、キャッチフック３を対応する引き出し外形部分に取り付けることが更に容易とな
る。
【００５２】
　図１０によれば、公差補償スプリング要素をキャッチフック３に割り当てることが行な
われる。
【００５３】
　このスプリング要素は、キャッチフック３と引き出し２との間に付勢引張力を生み出す
ために使用される。
【００５４】
　図１０によれば、この場合も先と同様に、階段形状に曲げられる別個のキャッチフック
３が最初にスライドレール１に固定される。
【００５５】
　キャッチフック３は、ワイヤスプリング２７のスプリングワイヤによって巻き付けられ
る側方ウェブ２５、２６を有し、ワイヤスプリング２７は弓形領域２８によりスライドレ
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ール１に支持され、また、ワイヤスプリングは、取り付け状態で、図１２の（ａ）から明
らかなように、引き出し３に支持されるスプリング脚部２９、３０も有し、それにより、
スライドレールまたはキャッチフック３と引き出し２の後側との間にスプリング作用によ
って付勢引張力が生み出される。
【００５６】
　ワイヤスプリングの代わりに、このスプリング作用を、他の弾力のある要素または弾性
要素によって、例えば、キャッチフック３の脚部１２と引き出し２の後壁との間で支持さ
れる蛇行形状に曲げられるリーフスプリング３１（図１１および図１２の（ｂ）参照）に
よって、または、例えば、好ましくはボルトまたはピンから曲げられるキャッチフック３
のストッパピンもしくはウェブ３２とキャッチフック３上のディスク３３との間でスプリ
ング作用を有するコイルスプリング３４（図１３）によって生み出すこともできる。コイ
ルスプリング３４はディスク３３を引き出しに対して押し付ける（図１５の（ａ））。
【００５７】
　一方では、コイルスプリング３４をその端部の一方を使用してウェブ３２に固定するこ
と、または、ボルトもしくはピンから製造されるキャッチフック３のその自由フック領域
の端部にネジ部を設け、または、図１４のようにそれを、ネジが切られたピンを曲げて刻
み付きのナット３６をネジ部３５に螺合し、それにより、コイルスプリング３４のための
軸方向に調整可能なストッパを形成することが考えられる（図４の（ｂ））。ねじりロッ
クを形成するため、刻み付きナットにクランプ部が設けられ、または、クランプ部に非金
属挿入体が設けられる。あるいは、固定ナットを完全にプラスチックから製造することも
できる。ロック塗料を使用するコーティングまたはＰＡＬナットとしての実施も考えられ
る。
【００５８】
　このように、ディスク３３を介して引き出しに作用するスプリング力は、ナット、特に
刻み付きナット３６を調整することにより簡単な方法で調整できまたは事前設定できる。
【００５９】
　図１２および図１３から明らかなように、ネジが切られたピンの端部をスライドレール
１に溶接せずに、それを、軸方向に差し込み可能で且つウェブにより形成される窓ウェブ
開口３７に挿通するとともに、必要に応じてこの形態を圧縮することも考えられる。
【００６０】
　図１５は、ウェブ３２またはナット３６に支持されるコイルスプリングがキャッチフッ
ク３と引き出し２の引き出し後壁との間でどのように作用するのかを示している。図１５
の（ａ）は調整不可能な変形例を示し、図１５の（ｂ）は長さ補償を有するキャッチフッ
クの調整可能な変形例を示している。
【００６１】
　このように、「キャッチフック３と引き出し後壁との間のスプリング作用」のオプショ
ンと「安定性を高めるための別個のキャッチフック３」のオプションとを特に簡単な方法
で互いに組み合わせることができる。
【００６２】
　しかしながら、これらの２つの発明のうちの一方だけを設けることも考えられる。すな
わち、キャッチフック３がスライドレール１自体の材料から曲げられる（図示せず）場合
にはスプリング要素を使用することもでき、また、スライドレールとは別個に製造される
別個のキャッチフック要素３をスプリング要素を伴うことなく使用することもできる。こ
れらの２つの手段の効果を互いに組み合わせることが特に有益である。
【００６３】
　図１６～１９および図２１によれば、スライドレールの材料から直接にキャッチフック
３を製造する／曲げることがなされる。
【００６４】
　この目的のため、ウェブ状部が接触側５の領域でスライドレール１の材料からカットさ
れてキャッチフック３の形態で屈曲され、それにより、長手方向スロットから離れて面す
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る接触側５の外側でＬ形状のキャッチフックがスライドレールの材料から突出する。キャ
ッチフック３のこの形成はそれ自体知られている。
【００６５】
　強度作用を最適化するため、スライドレール１の材料からなるウェブがキャッチフック
３の側部に更に残され、このウェブは、支持脚部３８として作用するとともに、フック領
域から離れて面する方向に延びる。
【００６６】
　図１６～１９の典型的な実施形態はそれぞれ、補強要素がスライドレールの材料から直
接に曲げられるという特徴を共有する。
【００６７】
　図１６によれば、この補強要素が単一の支持脚部３８である。一方、図１７によれば、
Ｌ形状のフック要素の脚部１２の側方に隣接する２つの支持脚部３８をスライドレールの
材料から自由にスタンピング加工してそれらを自由に曲げ、それにより、支持作用を更に
高めてＣ－キャッチフック３を安定させることがなされる。
【００６８】
　図１８および図１９の典型的な実施形態によれば、フック領域８の脚部１２の側部に側
方から隣接する支持脚部３８を有さず、脚部から直接に支持脚部３８を自由にカットし、
例えば、脚部１２の領域で２つの平行なカットを使用して、脚部１２の端部を超えて接触
側５へと延びる支持脚部／支持ウェブ３９が形成され、支持脚部は、接触側５に対して９
５°未満の鋭角をなして形成されており、脚部と平行に立たないが、自由領域８のフック
端部から離れて面する側で斜めに脚部を支持する。
【００６９】
　フック領域８の自由端の領域に至るまで延びてもよいエンボス加工された外形部４０、
４１により簡単な方法でこの支持脚部３９の支持作用を高めることができる。
【００７０】
　図２１に示される典型的な実施形態によれば、支持脚部３９の形成の代わりに、エンボ
ス加工された外形部（以下「エンボス外形部」）４０が、キャッチフック３のベースへ至
るまで更なるエンボス外形部４２、４３によって延在される。エンボス外形部４３は、支
持作用を強化するために、キャッチフック３の上側領域のエンボス外形部４０よりも幾分
幅広く形成されるのが好ましい。エンボス外形部４２はエンボス外形部４０をエンボス外
形部４３に接続し、エンボス外形部４２の幅は、エンボス外形部４３へ向けて面するその
前側がエンボス外形部４３の幅に対応しており、エンボス外形部４０の方向でエンボス外
形部４０の幅へと連続的に先細る。キャッチフック３は、自由にスタンピング加工されて
、スライドレール１の材料から自由に曲げられる。
【００７１】
　図１６～１９および図２１の典型的な実施形態は、それらを特に費用効率高く実施でき
るが、それにもかかわらず、支持要素または支持脚部を伴わないキャッチフックに対して
高い強度を有するという特徴を共有する。
【００７２】
　図２０の（ａ）～（ｃ）は、バヨネットロックの原理にしたがって、すなわち、ここで
はスライドレール１のさらに様々な位置で回転動作を固定することにより、固定され得る
キャッチフック３を示している。
【符号の説明】
【００７３】
１　スライドレール
２　引き出し
３　キャッチフック
４　長手方向スロット
５　接触側
６　開口
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７　凹部
８　フック領域
９　脚部
１０、１１　支持脚部
１２　脚部
１３　端部
１４、１５　突起
１６　突起
１７　固定脚部
１８　スロット
１９　自由端
２０　クリンチ接続部
２１　接触脚部
２２　開口
２３　締結リベット
２４　外形部
２５、２６　ウェブ
２７　ワイヤスプリング
２８　弓形領域
２９、３０　スプリング脚部
３１　リーフスプリング
３４　コイルスプリング
３２　ストッパピン
３３　ディスク
３４　コイルスプリング
３５　ネジ部
３６　刻み付きナット
３７　窓ウェブ開口
３８、３９　支持脚部
４０、４１　エンボス加工された外形部
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